
函館 市 未 整備 森 林 適 正管 理 推 進事 業 竣 工 検査 要 領  

 

 函 館 市 未整 備 森 林 適正 管 理 推進 事 業 （ 以下 「 未 整備 森 林 適 正管 理 推 進

事業 」とい う 。）の 検 査に つ い ては ，函 館 市未 整 備 森 林 適 正 管 理 推 進 事 業

補助 金 交 付要 綱（ 以 下「 要 綱 」と い う。）で定 め る もの の ほ か ，本 要 領 に

より 実 施 する 。  

 

第１ 条  趣 旨  

こ の 要 領 によ り 実 施 され る 検 査は ，函 館 市補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 62

年４ 月 10 日規 則 第 43 号 ） 第 17 条 に 定 める 当 該 報告 書 等 の 書類 の 審 査

およ び 必 要に 応 じ て 行う 現 地 調査 等 を 兼 ね， 補 助 金の 交 付 申 請書 の 提出

があ っ た もの に つ い て実 施 す る。 た だ し ，現 地 が 完了 し て い るも の で，

交付 申 請 者か ら 書 面 等に よ り 現地 確 認 の 要請 が あ り， 市 長 が 申請 書 受理

以前 の 確 認が 必 要 で ある と 認 めた 場 合 は ，現 地 検 査を 実 施 し て差 し 支え

ない も の とす る 。  

 

第２ 条  検 査 員  

１  検 査 は 検 査 員 が 行う も の とす る 。  

２  検 査 員 は ， 市 長 が指 定 し ，厳 正 か つ 公平 に 検 査を 行 わ な けれ ば なら

な い 。  

３  検 査 員 は ， 検 査 計画 を 立 て当 該 補 助 の交 付 申 請者 に 検 査 日程 等 を通

知 す る 。  

 

第３ 条  立 会  

１  検 査 員 は ， 検 査 を実 施 す る場 合 に は ，原 則 と して 交 付 申 請者 を 立会

さ せ て 行 うも の と す る。  

２  交 付 申 請 者 は ， 立会 す る に当 た り 書 類検 査 に 必要 な 関 係 書類 の 整備

お よ び 現 地検 査 に お ける 説 明 およ び 計 測 等， 検 査 に協 力 し な けれ ば な

ら な い 。  

 



第４ 条  検 査 の 区 分 およ び 現 地検 査 の 省 略等  

１  書 類 検 査 は ， 申 請の あ っ た要 綱 に 定 める 事 業 内容 ご と の 施行 地 １箇

所 ご と に ，原 則 と し て行 う も のと す る 。  

２  現 地 検 査 は ， 要 綱に 定 め る事 業 内 容 ごと の 施 行地 ２ 箇 所 以上 を 無作

為 に 抽 出 し， 原 則 と して 行 う もの と す る 。   

３  災 害 ま た は 当 該 検査 中 に 天候 状 況 が 悪化 す る など ， 現 地 検査 に 支障

を 生 ず る と検 査 員 が 判断 し ， かつ ， 当 該 検査 日 以 降の 検 査 期 間に 振 り

替 え て 現 地検 査 を 実 施す る こ とが 困 難 で ある な ど ，や む を 得 ず当 該 施

行 地 の 現 地検 査 の 実 施が 不 可 能と 判 断 し た施 行 地 は， 現 地 検 査を 省 略

す る こ と がで き る 。   

な お ， や む を 得 ず 現 地 検 査 を 実 施 す る こ と が で き な か っ た 場 合 は ，

そ の 理 由 等を 検 査 報 告書 の 「 所見 ・ 特 記 事項 」 欄 に記 載 す る こと 。  

 

第５ 条  検 査 の 認 定  

１  検 査 の 結 果 ， 現 地検 査 に おい て 当 該 施行 地 が 未整 備 森 林 適正 管 理推

進 事 業 実 施要 領（ 以 下「実 施 要 領」と い う。）に定 め る 規 定 に適 合 し な

い 場 合 ， また は ， 書 類検 査 に おい て 不 備 と認 め ら れる 場 合 は 竣工 と 認

め ず ， 不 合格 ま た は 一部 不 合 格で あ る 旨 を申 請 者 等に 通 知 す るも の と

す る 。  

２  上 記 １ の 不 合 格 また は 一 部不 合 格 で ある 施 行 地若 し く は 不備 と 認め

ら れ る 書 類で ， 当 該 年度 の う ち， 市 長 が 定め る 期 間内 に 手 直 しを 行 っ

た も の に つい て は ， 再検 査 を 行う も の と する 。  

 

第６ 条  検 査 調 書  

１  検 査 員 は 検 査 の 結果 に 基 づき ， 未 整 備森 林 適 正管 理 推 進 事業 竣 工検

査 調 書 （ 別記 第 １ 号 様式 ） を 作成 す る も のと す る 。  

  な お ，検査 員 は ，検 査の 実 施に あ た り ，必要 と 認め ら れ る 事 項 を「 所

見 ・ 特 記 事項 」 欄 に 記載 す る もの と す る 。  

また ， 検 査立 会 者 氏 名を 「 検 査立 会 者 」 欄に 記 載 する も の と する 。  

２  検 査 調 書 は ， 補 助金 交 付 申請 書 の 関 係書 類 と して 編 纂 し ，当 該 事業



が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら ５ 年 間 保 管 し な け れ

ば な ら な い。  

 

第７ 条  書 類 検 査  

１  書 類 検 査 に あ っ ては ， 要 綱第 ６ 条 の 規定 に 基 づき ， 提 出 のあ っ た申

請 書 お よ び申 請 書 に 添付 す べ き書 類（ 以 下「申 請 書 類 等 」と いう 。）内

容 が 要 綱 お よ び そ の 他 の 取 扱 い で 定 め ら れ た 内 容 で あ る か を 確 認 す

る こ と を 旨と し て 行 うも の と する 。  

２  申 請 書 類 等 の 記 載内 容 と その 裏 付 け とな る 次 の事 項 を 確 認す る もの

と す る 。  

(１ ) 交 付申 請 者 と して の 要 件関 係  

ア  森 林 経営 計 画 の 認定 を 受 けた 者 が 交 付申 請 者 とし て 申 請 を行 っ

た場 合 は ，当 該 計 画 に係 る 書 類  

イ  そ の 他， 交 付 申 請者 の 要 件を 満 た す こと を 示 す団 体 の 規 約の 写  

 し  

(２ ) 面 積等  

面積 の 検 査は ， 申 請 面積 と 照 査し て 確 認 する 。  

なお ， 照 査の 方 法 は ，北 海 道 の「 造 林 補 助金 交 付 申請 書 に 添 付す

る造 林 地 実測 図 の 照 査方 法 」（ 昭 和 48 年 ７月 18 日 造林 第 817 号 ）

によ る も のと す る 。  

(３ ) 確 認す べ き 書 類  

ア  実 測 図（ 実 施 し た場 合 ）  

「造 林 補 助金 交 付 申 請書 に 添 付す る 造 林 地実 測 図 の照 査 方 法 」に

よる ほ か ，空 中 写 真 等を 活 用 し除 地 と し て取 り 扱 うべ き 箇 所 の有 無

を確 認 す るも の と す る。  

イ  未 整 備森 林 適 正 管理 推 進 事業 竣 工 調 書（ 実 施 要領 第 ２ 条 第３ 項  

(１ )カ 関 係）  

必要 事 項 が記 載 さ れ た未 整 備 森林 適 正 管 理推 進 事 業竣 工 調 書 を，

現地 検 査 と併 せ て 確 認す る も のと す る 。  

ウ  施 業 箇所 位 置 図  



申請 さ れ た施 行 地 が 表示 さ れ てい る か 確 認す る も のと す る 。  

エ  社 会 保険 料 等 の 加入 実 態 状況 調 査 表  

当該 施 行 地の 現 場 労 働者 に お ける 社 会 保 険の 加 入 実態 お よ び 作業

状況 を 証 明す る た め の書 類 に より 確 認 す るも の と する 。  

オ  事 業 写真  

事業 着 手 前お よ び 事 業完 了 後 に撮 影 し た 写真 に つ いて 確 認 す るも

のと す る 。  

(４ ) 森 林経 営 計 画  

森林 経 営 計画 に 基 づ いて 実 施 した 事 業 は ，次 の 事 項に つ い て ，計

画書 等 に より 確 認 す るも の と する 。  

ア  森 林 経営 計 画 の 作成 状 況  

(ア ) 各 施行 地 の 事 業内 容 が 当該 計 画 に 登載 さ れ てい る こ と 。  

(イ ) 事 業の 着 手 ・ 完了 年 月 日が 当 該 計 画期 間 内 であ る こ と 。ま

た， 計 画 が追 加 ま た は変 更 さ れて い る 施 行地 の 場 合 は ， 事 業

の着 手 年 月日 が 変 更 後の 施 業 を開 始 し よ うと す る 日 以 降 で あ

るこ と 。  

(ウ ) 事 業期 間 が ２ つの 森 林 経営 計 画 の 計画 期 間 にま た が る 施行

地が あ る 場合 は ， 両 計画 の 計 画期 間 に 連 続性 が 認 め ら れ ， か

つ， 事 業 内容 が 両 計 画に 登 載 され て い る こと 。  

イ  森 林 経営 計 画 の 運用 状 況  

(ア ) 当 該計 画 の 認 定請 求 年 月日 と 認 定 年月 日 の 関連 性 や 認 定基

準の 適 用 状況 な ど ， 認定 事 務 が適 正 に 行 われ て い る こ と 。  

(イ ) 間 伐下 限 面 積 また は 間 伐計 画 面 積 につ い て ，検 査 時 点 にお

ける 実 行 状況 を 勘 案 し， 計 画 通り 実 行 で きる 見 込 み が あ る と

認め ら れ るこ と 。  

(５ ) 施 業間 隔 お よ び重 複 申 請の 確 認  

除伐 ， 保 育間 伐 お よ び間 伐 の 施行 地 に お いて は ， 過去 ５ 年 以 内に

同一 施 行 地に お い て 未整 備 森 林適 正 管 理 推進 事 業 およ び 国 庫 補助 事

業に よ る 除伐 ， 保 育 間伐 お よ び間 伐 を 実 施し て い ない こ と を 森林 調

査簿 等 に より 確 認 す るも の と する 。 ま た ，同 一 施 行地 に お け る同 一



の事 業 内 容に つ い て ，他 の 未 整備 森 林 適 正管 理 推 進事 業 お よ び国 庫

補助 事 業 を含 め て 複 数回 の 申 請が さ れ て いな い こ とを 確 認 す るも の

とす る 。  

(６ ) そ の他  

間伐 等 に おけ る 搬 出 材積 に つ いて は ， 現 地野 帳 ， 出荷 先 の 入 荷伝

票， 出 荷 伝票 な ど に より 数 量 が把 握 で き る書 類 に より 確 認 す るも の

とす る 。  

 

第８ 条  現 地 検 査  

１  現 地 検 査 は ， 未 整備 森 林 適正 管 理 推 進事 業 竣 工調 書 の 記 載内 容 を照

合 す る ほ か， 実 施 要 領お よ び その 他 の 取 扱い で 定 めら れ た 規 格， 基 準

で あ る か を照 合 す る もの と す る。  

２  現 地 検 査 を 実 施 した 施 行 地は ， 未 整 備森 林 適 正管 理 推 進 事業 竣 工調

書 の 摘 要 欄に 現 地 検 査を 実 施 した こ と が 分か る よ う記 載 す る 。  

３  検 査 員 は ， 現 地 検査 時 に おけ る 検 査 状況 の 写 真を 撮 影 し ，保 管 する

も の と す る。  

４  事 業 内 容 別 の 現 地検 査 項 目に つ い て は， 次 の とお り と す る。  

(１ ) 下 刈り  

検査 は ， 施行 地 の 状 況， 下 刈 り方 法 等 に つい て 行 うも の と し ，そ

の方 法 等 は次 の と お りと す る 。  

ア  施 行 地の 刈 り 払 い方 法 ， 回数 に つ い て区 分 と 照合 す る も のと す

る。  

イ  施 行 地の 平 均 的 な傾 斜 に つい て 区 分 と照 合 す るも の と す る。  

ウ  施 行 地の 植 生 分 布に つ い て区 分 と 照 合す る も のと す る 。  

(２ ) 除 伐， 保 育 間 伐  

検査 は ， 施行 地 の 状 況等 に つ いて 行 う も のと し ， その 方 法 等 は次

のと お り とす る 。  

ア  施 行 地の 選 木・伐採 方 法（ 列 状 区分 ）・作 業 内 容に つ い て 区 分 と

照合 す る もの と す る 。な お ， 枝払 ・ 玉 切 の実 施 率 は伐 採 木 に 対す

る率 を 事 業着 手 前 に 設定 し た 標準 地 内 で 検査 す る ほか ， 必 要 に応



じて 検 査 時に 新 た に 標準 地 を 設定 し て 検 査を 行 う とと も に ， 直径

10 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 伐 採 木 に 対 す る 玉 切 の 実 施 状 況 を 確 認

する も の とす る 。  

イ  不 用 木が 残 存 し てい な い か確 認 す る もの と す る。  

ウ  交 付 申請 者 等 が 設置 し た 標準 地 内 の 実施 状 況 （残 存 本 数 ，伐 採

木若 し く は伐 根 ） に つい て 確 認す る も の とす る 。  

エ  要 綱 第２ 条 (３ )の保 育 間 伐に お い て ，伐 採 し よう と す る 不良 木

の胸 高 直 径の 平 均 が 18 セ ンチ メ ー ト ル未 満 の 林分 で 実 施 され た

施行 地 は 平均 胸 高 直 径調 査 表 に基 づ き ， 当該 林 分 の伐 採 木 か らの

推計 お よ び調 査 野 帳 等に よ り 確認 す る も のと す る 。  

(３ ) 間 伐  

検査 は ， 施行 地 の 状 況等 に つ いて 行 う も のと し ， その 方 法 等 は次

のと お り とす る 。  

ア  施 行 地の 選 木，伐採 方 法（ 列 状 区分 ）・作 業 内 容に つ い て 区 分 と  

照合 す る もの と と す る。  

なお ， 枝 払・ 玉 切 の 実施 率 は 伐採 木 に 対 する 率 を 事業 着 手 前に  

設定 し た 標準 地 内 で 検査 す る ほか ， 必 要 に応 じ て 検査 時 に 新 たに

標準 地 を 設定 し て 検 査を 行 う とと に ， 直 径 10 セ ン チ メ ー ト ル 以

上の 伐 採 木に 対 す る 玉切 の 実 施状 況 を 確 認す る も のと す る 。  

イ  不 良 木お よ び 不 用木 が 残 存し て い な いか 確 認 する も の と する 。  

ウ  交 付 申請 者 等 が 設置 し た 標準 地 内 の 実施 状 況 （残 存 本 数 ，伐 採

木若 し く は伐 根 ） に つい て 確 認す る も の とす る 。  

エ  伐 採 木の 搬 出 材 積の 確 認 は， 土 場 等 に残 っ て いる 搬 出 材 ，現 地

野帳 と の 照合 す る ほ か， 施 行 地内 の 伐 根 ，林 地 残 材， 伐 採 率 等の

状況 か ら 搬出 材 積 を 推定 し ， 申請 搬 出 材 積と 照 合 し確 認 す る もの

とす る 。  

(４ ) 枝 打ち  

検 査 は ， 施行 地 の 状 況， 枝 打 ち本 数 ， 枝 打ち 高 に つい て 行 う もの と

し ， そ の 方法 等 は 次 のと お り とす る 。  

ア  枝 打 ち本 数 ， 枝 打ち 高 に つい て は ， 交付 申 請 者等 が 設 置 した 標



準地 内 の 実施 本 数 お よび 枝 打 ち高 に つ い て確 認 す るも の と す る。  

イ  交 付 申請 者 等 が 設置 し た 標準 地 が 適 当で な い と判 断 さ れ る場 合

は， 新 た に標 準 地 を 設定 し て 検査 を 行 う もの と す る。  

 


